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   児童生徒に対する自転車の安全利用に向けた指導について（通知） 

 このことについては、令和６年（2024年）10月９日付け教生学第 938号通知「自転車等

の安全利用促進に向けた都道府県警察との更なる連携強化について」を踏まえ、対応いた

だいているところですが、この度、北海道警察本部交通企画課長から別添写しのとおり依

頼がありましたので、通知します。 

 北海道警察の「交通分析資料（令和５年）」によると、過去 10 年間道内の児童生徒が交

通事故により被害を受けた事案のうち、自転車乗車中であったものは、小学生 33.4％、中

学生 46.6％、高校生 72.9％となっており、児童生徒への自転車交通安全教育が重要です。 

 つきましては、各学校において、別添の「交通安全情報（特別号）」を活用するなどして、

本年５月に公布された道路交通法の一部を改正する法律の内容及び頭部保護の重要性につ

いて、改めて児童生徒及び保護者に周知するとともに、管内警察署との連携をより一層強

固にし、交通安全教育の更なる推進に努めるようお願いします。 

また、市町村教育委員会におかれましては、別添写しの趣旨を踏まえ、所管する学校に

おいて、自転車乗車中のヘルメット着用について校則等でのルール化や自転車通学許可の

条件にヘルメット着用を盛り込むことについて検討いただくとともに、自転車利用時の交

通事故防止や被害軽減に向けた取組を推進するようお願いします。 

なお、道立学校においては、既に通知しているところですが、自転車通学許可の条件等

にヘルメットの着用を義務付ける又は自転車通学届出等にヘルメットの着用に関する項目

を加えるなどの取組を今年度中に必ず実施するよう重ねてお願いします。 

 

（学校安全係）  
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交通安全情報（特別号）

ス ト ッ プ ・ ザ ・ 交 通 事 故

令和６年 1 1月 1 1日

警 察 本 部 交 通 部

交通総合対策センター

毎年、自転車と車が衝突する交通事故により、多数の死傷者が
発生し、年代別では高校生の被害が最も多くなっています。
本年１月から９月末日までの間に、自転車利用中の交通事故で

怪我をした高校生の人数は、１８６人で、登下校中の事故が
最も多くなっています。

また、骨折等の重傷者は、２２人ですが、ヘルメットを
着用していた方はいませんでした。

令和６年11月１日から

『ながらスマホ』
の罰則も強化されました。

スマートフォンなどを手に持ち・画面を見ながらの

運転は非常に危険で交通事故の原因になります。

ルールを守り安全運転に努めましょう！


